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1 はじめに 
 

川崎市において、家族・地域社会の変容などによるニーズの多様化・複雑化が進み、地

域における生活課題の多様性が高まっていることから、高齢者に限らず、障害者や子ど

も、子育て中の方、現時点で他者からのケアを必要としない方々を含め、すべての地域住

民を対象として、平成 27（2015）年 3月に「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」

を策定しました。 

同ビジョンは「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による、誰もが住み

慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理

念とし、取組の重要な視点の一つとして、安心して暮らせる「住まいと住まい方」の実現

が位置づけられています。 

高津区においても、すべての人が住み慣れた地域で、自分らしく生き生きとした生活

をしていくためには、家族、近隣そして地域の人々がお互いに気を掛け、いざというとき

には共に支え合うことが必要であると考え、その一環として「マンションにおけるつな

がりづくり支援事業」を平成 29年から開始しました。 

 

 

2 事業の目的 
 

高津区では近年、分譲マンションの建設が進み、多くの区民が分譲マンションに居住

しています。区分所有法に基づく分譲マンションは、高度な自治管理のために居住者の

良好なコミュニティが必要となります。 

そこで、高津区役所ではアンケート調査やヒアリングを通じて、分譲マンションにお

けるコミュニティ活動の実態や課題認識等を明らかにし、住民同士のつながりづくりの

好事例の紹介や、マンション管理組合同士で課題を共有する機会、課題解決に向けたマ

ンション居住者同士・地域の人々との良好な関係構築のきっかけづくりの場を提供し、

相談・支援を進めています。マンションにおけるコミュニティの構築により、高津区全体

の地域コミュニティの向上、支え合いの地域づくりにつながっていくことを目的に「マ

ンションにおけるつながりづくり支援事業」を実施します。 

 

 

3 令和 5年度の事業の概要 
 

（1）高津区内分譲マンション一覧表の更新 
高津区内の分譲マンションのマンション名、住所、築年数、階数、戸数、管理会社、管

理員の形態等について情報を収集した一覧表を最新の情報に更新しました。 
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（2）マンションにおけるつながりづくりの普及啓発（好事例のヒアリングとリーフ
レット発行、チラシ作成） 
つながりづくりに効果的な取組を行っている高津区内分譲マンションの管理組合関係

者へ取組の内容についてヒアリングを行うとともに、ヒアリング内容をリーフレット

にまとめました。 

また、新築分譲マンションの入居者向けに、マンションにおけるつながりづくりに関す

る情報などを紹介するチラシを作成しました。 

 

（3）講演会・交流会の開催 
マンション居住者・管理組合・自治会関係者等を対象に、マンションにおけるコミュニ

ケーション術と大規模修繕問題を中心に講演会を開催しました。終了後は大規模修繕

問題を中心に、マンションの現状、課題、取組などを参加者同士で共有するための交流

会を開催しました。 
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4 高津区における分譲マンションの概況 
 

高津区内の分譲マンションのマンション名、住所、築年数、階数、戸数、管理会社、

管理員の形態等について情報を収集した一覧表を最新の情報に更新しました。主な内

容は、以下の通りです。 

 

（1）分譲マンションの地区別分布状況 
今回の調査で把握された分譲マンションは 529 箇所、戸数は 30,777 戸でした。地区

別の内訳をみると、高津地区が 329 箇所（62%）、橘地区が 200 箇所（38％）と、高津地

区に 6 割以上の分譲マンションが集中しています。戸数をみても、高津地区が 20,002

戸（65.0％）、橘地区が 10,775 戸（35.0％）と、高津地区に 6 割以上が集中していま

す。 

町丁別でみると末長が 65箇所（12.3％）、溝口が 59箇所（11.2％）、下作延が 56箇

所（10.6％）の順となっています。 
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■ 分譲マンション地区別分布状況 
No 地 区 町 丁 件 数 戸 数 

1 

高津地区  

宇奈根 4 250 

2 梶ケ谷 32 1,220 

3 上作延 21 962 

4 北見方 14 1,393 

5 久地 28 2,110 

6 坂戸 15 1,118 

7 下作延 56 2,690 

8 下野毛 6 455 

9 諏訪 13 460 

10 瀬田 2 61 

11 久本 33 3,945 

12 二子 44 2,358 

13 溝口 59 2,881 

14 向ケ丘 2 99 

高津地区計  329（62.2%） 20,002（65.0%） 

15 

橘地区 

明津 6 214 

16 蟹ケ谷 29 1,669 

17 子母口 10 364 

18 子母口富士見台 0 0 

19 新作 43 2,143 

20 末長 65 3,797 

21 千年 19 814 

22 千年新町 3 203 

23 野川 5 231 

24 久末 20 1,340 

橘地区計  200（37.8％） 10,775（35.0%） 

合計 529（100.0％） 30,777（100.0％） 
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（2）分譲マンションの築年数別状況 
分譲マンションの築年数をみると、40年以上前に建てられたものが 49 箇所で、その

うちもっとも古いものは、1965年に建設、築年数 58年のマンションでした。築年数の

分布をみると、もっとも多いのは築年数 20年～29年（平成 6年から 15 年の建設）で

205 箇所（38.7%）、次いで 10年～19年（平成 16 年から 25年の建設）の 120箇所

（22.7%）でした。 

 

■ 分譲マンション築年数別状況 
築年数 件数 割合 

建築中（令和 5年） 3  0.6% 

0～ 9年（平成 26年～令和 4年の建設） 36  6.8% 

10～19年（平成 16年～25年の建設） 120  22.7% 

20～29年（平成 6年～平成 15年の建設） 205  38.7% 

30～39年（昭和 59年～平成 5年の建設） 116  21.9% 

40年～  （昭和 58年以前の建設） 49  9.3% 

  合計 529   
（令和 6 年 2 月現在） 

 

 
出典：「川崎市統計情報 グラフで見る各年 10 月 1 日現在の世帯数・人口」 
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（3）分譲マンションの規模別状況 
分譲マンションの規模を見ると、100戸を超える大規模マンションは 42箇所で、全

体の 7.9％です。もっとも多いのは 50戸未満の小規模なマンションで、309箇所

（58.4%）、全体の 6割弱を占めています。 

一方戸数を見ると、100 戸を超える大規模マンションの戸数の全戸数に占める割合

は 31.2％となっており、大規模マンションだけで全戸数の 3割の戸数を占めることに

なります。 

 

■ 分譲マンション規模別状況 
規模（戸数） 件 数 戸 数 

800戸～ 2 

6 1.1% 

1,958 

4,015 13.0％  600戸～799 戸 1 648 

400戸～599 戸 3 1,409 

300戸～399 戸 3 
5 0.9% 

1,008 
1,480 4.8％  

200戸～299 戸 2 472 

100戸～199 戸 31 31 5.9% 4,118 4,118 13.4% 

50戸～99 戸 178 178 33.7% 12,261 12,261 39.9% 

50戸未満 309 309 58.4% 8,903 8,903 28.9% 

 合計 529  30,777  
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5 マンションにおけるつながりづくりの普及啓発（好事例のヒアリングとリ
ーフレット発行、チラシ作成） 

 

つながりづくりに効果的な取組を行っている高津区内分譲マンションの管理組合関係

者へ取組の内容についてヒアリングを行うとともに、ヒアリング内容をリーフレット

にまとめました。 

また、新築分譲マンションの入居者向けに、マンションにおけるつながりづくりに関す

る情報などを紹介するチラシを作成しました。 

 

（1）ヒアリング概要 
ヒアリング日時 テーマ 実施マンション 
令和 6年 

1月 21日(日) 9:00～10:30 

マンション美化活動・

交流会（バーベキュー） 

フローレンスパレス多摩川緑地 

70 戸 

 

（2）リーフレット 
 

第 8号（令和 6年 3月発行） 

 

 

・印刷数： 1,200部印刷 

・配布先： 区内分譲マンション等へ配布 

 高津区役所 地域ケア推進課窓口 

 高津区内各関係機関へ配布 
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（3）新築分譲マンションの入居者向けチラシの作成 
新築分譲マンションの入居者向けに、マンションにおけるつながりづくりに関する

情報などを紹介するチラシを作成しました。 

 

  
たかつマンションぐらし（新築マンション向け） 

 

・印刷数： 1,000部印刷 
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6 マンションにおけるつながりづくり講演会・交流会について 
 

マンション居住者・管理組合・自治会関係者等を対象に、マンションにおけるコミュ

ニケーション術と大規模修繕問題を中心に講演会を開催しました。終了後は大規模修

繕問題を中心に、マンションの現状、課題、取組などを参加者同士で共有するための

交流会を開催しました。 

 

 
（1）開催概要 
・日  時  令和 6年 2月 25日(日) 10:00〜12:00 

・会  場  高津区役所 5階 第 1会議室 

・参加者数  14 名 

・プログラム 

基調講演「合意形成のためのコミュニケーション術と主体的に取組む大規模修繕」 

一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 副会長 

マンションコミュニティ研究会 監事         森 健一 氏 

交流会・講師講評 

 

（2）講演概要 
マンションはプライバシーが保たれていて、すぐ隣に人が暮らしているため、いざと

いうとき 5秒で駆けつけてもらえる。 

本当はすごく安心な住まい方のはずであり、私は普段からセーフティーネットとし

て孤独死を防ぐ、大災害時の助けあいなどができるマンションにしていくためのお手

伝いをしている。 

「マンションコミュニティ研究会」では、マンションは個々のライフスタイルが大切

にされながら、人とどこかでつながっている安心感を得られる、とてもステキな住まい

方であり、マンション住民が積極的な意味を見い出し、一人一人がコミュニティを大切

に育てていくような未来を作りたいという考え方で活動を行っている。 

普段はそれぞれの生活を大切にし、あまり濃い付き合いはしていなくても、どこかで

つながっているという「安心感」を感じながら暮らせるのがマンションであり、今の価

値観にあった新しい都市型コミュニティである。 

また、相手の立場を考えたちょっとした気配りが、マンション内の人間関係を円滑に

することから、そんなコミュニケーションのとり方を提唱し、「安心」集住の実現を目

指して活動している。 

 

① 合意形成のためのコミュニケーション術 
マンションには専有部分と共用部分とがあり、共用部分の維持管理が管理組合の役

割となっている。 

資産価値の半分以上が共用部分にあり、建物の躯体、給排水設備、植栽、駐車場、管

理室、会議室、娯楽施設の他、バルコニー、窓サッシ、玄関扉なども共用部分に含まれ

る。 
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従って、個人が専有部分だけ立派にしても限界があり、共用部分の維持と適切な管理

を行うために管理組合の役割が重要となる。 

マンション管理組合の役割としては、建物・敷地、駐車場など付属施設の維持管理の

ほか、区分所有者から集めた資金で管理員を起用したり、清掃、点検、修繕を実施した

りなどがあげられる。その他、ソフト面では居住者が気持ちよく生活を送るため、総会

決議で規約・細則など必要なルールを作り、ルールに基づいた運営を行う。（例：駐車

場使用、ゴミ出し、ペット飼育、専有部分のリフォームなど） 

理事会は管理組合を左右する重要な組織であり、理事会の方向が、そのマンションの

すべてを決めると言っても過言でない。理事の任期が短いことから継続的な関与は難

しい場合もあるが、住民に「知らない間に物事が決まっていた」と思わせてしまうこと

はＮＧ。そのため、広報が大切であり、説明会、アンケート、臨時総会などをいとわず、

住民とのコミュニケーションを十分に取りながら丁寧に進め、理事会と住民との距離

感をなくすことが肝要。 

理事会のすべての決定は話し合いで行われ、理事長の独断でできることはほとんど

ないことが特徴。理事長は会議の調整役であり、役員の発言力に上下はない。理事会は

基本的に理事の合議制で進められ、理事長が単独で何かを決めたり責任を取ることは

ない。 

「役員が好きにやっている」と言われないように業者変更、ルール変更などは必ず理

事会に諮って、話し合って決める習慣を作ることが大切。 

 

② 管理組合としてのトラブル対処 
最も多いトラブルは「居住者間のマナー」であり、苦情が上がったら、大事になる前

に対処しなければならないが、いきなり理事が動くとこじれる場合もあるので、まず当

事者同士の話し合いで解決してもらう。その上で、非常識な要求には、まず話し合い、

場合によっては毅然たる対応も必要となる。 

管理組合内で対立が生じる場合もあるが、役員は、組合員が何を考えているか、どう

感じているか、常に注意を払わなければならない。こまめに情報を公開し、理事会が考

えていることや、やろうとしていることを伝え、議論を尽くして、決まったことには従

うという風土を作っていく。国のマンション標準管理規約にも定められているが、管

理、財務に関する情報はオープンにすることがポイントになる。 

 

③ 悩ましいペット飼育問題への対応 
新しいマンションではペット飼育を可能とする物件が多いが、管理規約でルールを

しっかり明文化することが必要。入居当初のルールが曖昧な場合、まずアンケート調査

を行って苦情・意見を吸い上げ、共用部で迷惑を受けたなど被害の実態を把握する。 

その上で、管理組合が議論をリードするが、結論は住民に委ねる視点から、賛成派、

反対派の話し合いで合意形成を図る。何年間かの試行期間を設けたり、飼育可への変更

がむずかしい場合は一代に限り認めるルールにしたりする方法もある。 
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④ 合意形成を進めるための総会運営・総会議案書 
本来、特別決議以外は議案の要領（概要）は必要ないが、議決権行使書や委任状が多

い実態から、ほとんどの管理組合が普通決議についても議案の要領を作成している。議

案書に特別決議と普通決議の別を明確に記載した上で、総会後の管理組合運営をスム

ーズにするためにも、十分な議案の説明を行うことが望ましい。議案書が詳しければ詳

しいほど、総会は短時間で終わるケースが多い。議案書をシンプルに作ると質疑が重な

り、議案承認にかなりの時間を要することもあるので注意しなければならない。 

特に、大きな予算が動く大規模修繕工事の施工業者決定などについては透明性を高

めたい。基本的には議案書によって賛否を判断できるのが理想である。 

マンション管理組合にとって総会は重要なゴールであり、総会運営で留意しなけれ

ばならない点が多い。 

・賛否の記載がない議決権行使書 

➡出席扱いだが、表決については棄権扱い 

・委任状と議決権行使書の両方が出された場合 

➡本人に確認できない場合、議決権行使を優先 

・採決は拍手などで行うのではなく、賛否の人数が分かる様にできるだけ厳密にし、

途中退席者は、退席後は欠席扱いとする。（賛否が拮抗した場合に重要） 

・緊急動議は採択できない 

➡委任状、議決権行使を考慮。議案の修正は、形式的な字句修正、表現の修正など、

基本的事項が維持される範囲で可能。 

・会場で反対意見が多数あり、その意見に合理的な理由がある場合 

➡委任状、議決権行使で賛否を表明している方がいることを考慮。議事の経緯、結

果に関する説明責任を果たし、改めて審議の場を設けることも必要。 

 

総会議事録は作成を怠ったり、事実に反する記載をすると過料の対象になるため要

注意。管理計画認定制度（後述）の認定審査の必須書類にもなっている。 

議事録は要点でよい 

・議事の経過の要領、その結果 

・必要事項は外さず、適切に要約を 

・組合員総数、議決権総数、出席組合員数、賛否数は忘れず 

・管理会社に作成してもらう場合は、しっかり内容を確認する 

発言者の部屋番号、姓名の記載は任意であるが、訴訟などの記録書類にもなるので

理事長が発言し忘れたことを記入するのはＮＧ。 

 

区分所有者とのコミュニケーションを図るためには、臨時総会も積極的に開催した

い。臨時総会や説明会の場でしっかりと説明するとスムーズに合意形成を進められる

ことから、臨時総会や説明会の場を活用したい。 

大規模修繕工事や給排水管など設備の更新には、組合員、居住者の合意、協力が不可

欠であり、普段からのゆるく、押しつけがましくないつながりの醸成が欠かせない。例

えば、お祭り、餅つき、防災訓練、サークル活動、パトロールなどの活動があげられる。
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高齢者向けに、見守りサービス、ゴミ出し支援、ふれあいサロン、買い物サポート（荷

物運びなど）などの活動を行っているマンションもある。 

 

他マンションとの交流の効果は大きく、他のマンションの先行事例や同じような課

題を知り、参考にすることで、理事会の仕事をスピードアップ、レベルアップすること

ができる。それぞれのマンションの会議室や共用部で懇親会を開催するなど、周辺のマ

ンションとリラックスした会合を開催することも交流のきっかけづくりとして役立つ。

こうした情報交換を行うことは大規模修繕工事に関する悪質業者の排除にも効果的で

ある。 

 
⑤ 主体的に取組む大規模修繕工事 
大規模修繕工事は 12～15 年ごとのサイクルで行われる大事業。最近では 18 年周期

のマンションもある。１戸あたり 100 万円を超す費用を要し、毎月集める修繕積立金

の半分ほどが費やされる。また工事の足場、覆いなどが設置され、数か月間、工事内容

によって生活が制限される。 

実施時期や内容、費用の目安は長期修繕計画に定められる。大規模修繕では躯体の劣

化などについて補修するとともに、その時々の社会環境に応じて初期性能の改良を行

い、今日の一般的な住宅の水準と同じレベルを維持していくことも想定される。 

 

2022 年度から「管理計画認定制度」が始まっているが、きちんと管理されているマ

ンションに行政がお墨付けを与える制度であり、マンション管理は「新時代に入った」

とも形容される。長期修繕計画がしっかり作られていないと認定取得につながらない。 

認定されると、市場価値の向上や、住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット 35】、

共用部分リフォームローン、マンションすまい・る債の金利優遇などのメリットの他、

管理計画認定制度を取得した上で、大規模修繕工事を実施した後に申請すると区分所
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有者の固有資産税の減額（マンション長寿命化促進税制）を受けられる場合もある（要

件を満たすことが必要）。 

 

長期修繕計画は「100年マンションを目指す」など将来ビジョンも含めて設定される

こともある。マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値を維持するため、いつ、

どのようなメンテナンスを行うかを 30年ほど先までを目安として設定する。 

そのためには、大規模修繕など、将来見込まれる修繕・改修工事の内容、時期、概算

費用や、計画修繕工事に必要な積立金の根拠を明確にすることが必要。あらかじめ合意

しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図ることができる。そのため長期修繕計

画には 5～6年ごとに計画の見直しが必要となる。 

 

大規模修繕の計画策定に際して参考にできる資料は下記のインターネットで入手で

きるので参考にしてほしい。 

・住宅金融支援機構 

「大規模修繕の手引き～マンション管理組合が知っておきたい工事・資金

計画のポイント～」のご案内 

https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/mansionreform/shuzen_guidebook.html 

 

・国土交通省 

マンション管理・再生ポータルサイト 

https://2021mansionkan-web.com/ 

 

・公益財団法人マンション管理センター 

講演 大規模修繕工事と修繕積立金の意義等 

https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-

content/uploads/2023/09/20230901seminar-daikibosyuuzen.pdf  
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⑥ 大規模修繕の進め方の代表的手法 
１．設計監理方式 

今一番多いケースであるが、専門のコンサルタントが、マンション劣化状況の調

査診断～積算～企画設計～施工業者選定手続き～工事内容の厳正なチェック～竣

工検査までの一連の業務を担当し、見積り合わせなどの方法で選定された施工業者

が工事を行う方式。手続きや準備に時間がかかるが、よいコンサルタントを選べれ

ば、第三者専門家の目線から工事にチェックが入るため、工事品質の信頼性は高く

なるとされている。市場原理が働くので総費用も結果としては安く上がることが多

いとされる。 

 

２．管理会社主導方式 
専門のコンサルタントにかわってマンション管理業者が調査診断～竣工検査ま

でを行う方式。日頃から付き合いのある管理会社に全てお任せなので管理組合の負

担は少ない。管理会社が、施工業者として管理会社の協力業者を選定するケースも

ある。ただ、不透明で高コストになる傾向があるとされ、施工業者選定にあたり、

見積もり合わせ方式で他の事業者と比較しながら選定を進めるケースもある。 

 

３．責任施工方式 
マンション管理業者や信頼のおける施工会社数社の中から１社を選定して、調査

診断～施工～竣工検査までのすべてを請負わせる方式。全てお任せなので管理組合

としては一番楽な方式。ただ、工事施工と監理を同一業者が行うため、チェックは

甘くなりがちで、信頼できる業者だからといっても必ずしも高品質につながるとは

言えないとの指摘もある。 
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それぞれメリット、デメリットがあり、そこを検討しながら方式を採用していかなけ

ればならない。 

 

⑦ 責任施工方式と設計・監理方式の違い 
責任施工方式では設計、施工を同一会社が担う。マンションの規模が小さい場合は有

用な場合もあるが、不必要な設計により工事費用が増大するリスクもある。 

一方で設計・監理方式では設計、施工は分離しており、設計コンサルタントが中立的

に設計、監理を行うことにより工事の適正化が期待できるとされる。そのため、設計コ

ンサルタントの適正な選定が重要となる。デメリットとして監理費の発生が挙げられ

る。 

設計・監理方式はコンサルタント選びが鍵となる。数年前、極端に安い見積額で設

計・監理を受注し、管理組合に隠れて、施工会社からキックバックなどの形で報酬を受

ける設計コンサルタントが問題になった。 

工事会社選定に際し、コンサルタント主導で受注先を決め、形ばかりの見積もり合わ

せを行うケースもある。そのため、見積もり提出事業者の中には現場調査にも来ない場

合もある。これでは、工事内容をチェックする立場の設計コンサルタントと施工会社と

の間に緊張関係がなく、チェックが甘くなる恐れがある。 

設計コンサルタントからの見積りが安すぎる場合は注意しなければならない。業務

は劣化調査、修繕設計、施工会社選定支援、工事監理など多岐にわたるが、経験に応じ

た適正な人件費が見積もられているかチェックしていかなければならない。 

費用の目安は、マンションの条件によって変わるが戸数に応じて 250～1,500万円程

度を要し、例えば、100～200 戸なら 500～700 万円程度、200～400 戸なら 700～1,000

万円程度を要するとされる。 

 

適正な設計コンサルタントの条件 

１．独立した専業の設計事務所 
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２．主要業務はマンションの維持保全 

３．代表者は一級建築士 

４．主要業務を行うのは資格のある社員 

５．担当者の経験・実績が豊富 

６．リピーターが多い（マンション同士の交流がないため、悪い評判は他の管理組合

に伝わりにくい） 

７．担当者の個人的人柄（社会的活動や実績が有力な情報に） 

８．長期修繕計画の策定実績が多い（バックマージンにつながらない業務） 

（NPO 日本住宅管理組合協議会発行「設計監理方式の導入 コンサルタント選定

マニュアル」より） 

 

⑧ 大規模修繕の専門委員会の設定 
理事会業務は多岐にわたり、仕事量も多い。大規模修繕は事前調査から完了まで 2年

以上かかる場合もあるが、役員は 1～2年で交代し、継続的な取り組みが難しい。その

ため理事会の諮問機関として専門委員会を設定するケースが多い。 

先述のマンションコミュニティ研究会５周年記念フォーラムで、弁護士としてマン

ション管理の第一人者である篠原みちこさんが東京有明のマンション連合自治会の会

長の活動を評して、自分たちのマンションの魅力を再確認し、理事会活動を楽しみなが

ら「住みたくなるマンション」づくりに向かって先を見据えた活動している姿に、「視

点を少し遠くにして歩くと颯爽として見える」と評していた。 

大規模修繕も長期修繕計画もマンションの将来を左右する重大事。コミュニケーシ

ョンを大事にしながら「視点を少し遠くにして歩く」と、颯爽として見えることは間違

いない。 

 

（3）意見交換 
講演後、主に各マンションで取り組まれている大規模修繕について情報や意見交換が

行われた。 

 

【参加者の自己紹介（参加動機）】 
 他のマンションとのつながりを作りたい。 

 大規模修繕を控えており、参考にしたい。 

 理事長職、大規模修繕委員長の経験があり、理事同士の意見の相違をどのように

克服していったかなど、他の皆さんの経験を伺いたい。 

 大規模修繕工事を控えている。過去の経験から相見積などチェック機能を重視し

ており、その情報交換のため。 

 初めて理事長に就任したがマンション内のコミュニケーションが全くないので、

どのようにコミュニケーションを取られているか参考にしたい。 

 次の大規模修繕工事が２回目。１回目の経験を受けて２回目をどのように計画し

ているかなど参考にしたい。 

 現在、理事長に就いているが任期の関係で次の理事長にどのように引きついでい
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けるか整理したい。 

 

【質疑応答】 
 通常の工事も含めて、大規模修繕工事で信頼できる事業者を選ぶことが重要だが、

どうやってそこにたどりつくかの情報が欲しい。 

→自分が管理組合の理事長職であったときは、周辺のマンションと交流しながら

事業者に関する情報をかなり集めた。 

→私の入居しているマンションでは自主管理をしているが、専門家を理事会の顧

問として招聘して参加してもらい適宜アドバイスを受けている。 

→マンション管理士など専門家に間に入ってもらうことで、管理会社に対する交

渉力を高めていくこともやり方の一つ。 

 

 50〜60 年を経た時に躯体の老朽化に対して、大規模修繕と建て替えのどちらを

考えたらよいか？ 

→建て替えは住民間の合意形成が難しい。維持管理の状態が良ければ躯体は 80

〜100 年はもつと言われており、国土交通省でもマンションの長寿命化施策を

推進している。仮に建て替えの議論がなされる場合でも、そのマンションの立

地や建ぺい率、周辺の環境に応じて論点が異なってくる。 

→住民間の合意形成については区分所有法の改正の議論も出ている。ただし建て

替えには１戸あたり 1,500〜1,600 万から 2,000 万円の費用を要する場合もあ

るなど、立地条件が良くないと難しいのが実情。 

→建て替えをした経験があるが、建ぺい率に余裕があったため、旧マンションで

48 世帯であったのを、増床し 92 世帯に増やした分を新規分譲して、生じた資

金で等価交換方式にした。今後は、単体のマンションではなく近隣マンション

も交えて建て替えするなどの方策も検討しなければならない。 

 

（4）講師による講評 
情報交換が盛んに行われていた。地域のマンションとの情報交換が有効という話を

したが、この場がそのように活用されていると感じた。マンションの建て替え問題につ

いては、そのマンションの立地や周辺環境によって大きく左右される。立地によって

は、たとえ更地にしたとしても次の買い手を見つけるのが難しい物件もあり、今後の法

制度改正も含め期待したい。 

本日のような交流の場が重要であり、是非活用して他のマンションの取組や情報を

参考にして、よりよい組合運営を行ってほしい。 
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（5）当日の開催模様 

  
会場の様子 講師 森 健一 氏 

  

 

 

交流会  
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（6）アンケート結果 
 

1．あなたの年代を教えてください。 2．本日参加しようと思ったきっかけを教
えてください。(複数選択可) 

【2．その他の内容】 

 地域交流のやり方、事例を聞きたかった 

3．講演はいかがでしたか？（一つだけ） 4．交流会はいかがでしたか？（一つだけ） 

5．マンションの課題で気になっていることは何ですか？（複数選択可） 
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6．マンション内でどの程度の人付き合い
をしていますか？ 

7．マンション内でどの程度の人付き合い
が理想だと思いますか？ 

8．その他（取り上げてほしいテーマ、紹介してほしい取組など） 
 マンション管理と個人情報の兼ね合い 

 町内会（自治会）とマンションの管理組合の関係 

 マンション内の効果的な世代間交流のやり方 
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【アンケート票】 

 
  



 22 

7 マンションにおけるつながりづくりの課題と解決に向けた行動や取組 
 

交流会の結果に加え、好事例の取組についてヒアリングを行い、高津区の分譲マンショ

ンにおけるつながりづくりの課題を抽出するとともに、課題解決のヒントとなり得る先

進的な取組を把握しました。 

 
 

（1）課 題 コミュニティの形成、地域とのつながりづくり 
防災・防犯対策も含め、何かあったときに声がかけやすい環境（雰囲気）をマンション

内で醸成することが必要。また、町内会や周辺マンションなど地域とのつながりづくり

にも様々なメリットがある。 

 

課題解決に向けた取組のヒント 
 好事例の紹介では、マンションの美化活動終了後にバーベキュー会を開催している

ケースを紹介した。継続のコツは、緊急時・災害時にスムーズに助け合うことがで

きる環境づくりが一番の目的であることを周知・徹底することと、役割分担を決め

て運営側に人を巻き込んで「自分の事化」していき、運営メンバーを増やしていく

ことなどが挙げられた。 

また、居住者の近隣の友人・知人の参加も可能にすることで、マンション周辺地域

との交流も推進している。 

 町内会・子ども会の活動や町会対抗ソフトボール大会などを通して構築した地域と

のネットワークを持っていることにより、地域で助け合える関係性の醸成につなが

っている。 
 

 

（2）課 題 管理組合と住民との間の合意形成の進め方 
マンションの共用部分の維持と適切な管理を行うためには、住民との密なコミュニケ

ーションを通じた合意形成が鍵となる。 

 

課題解決に向けた取組のヒント 
 理事会は管理組合を左右する重要な組織であり、理事会の方向が、そのマンション

のすべてを決めると言っても過言ではない。住民に「知らない間に物事が決まって

いた」や「役員が好きにやっている」と思わせてしまうことは避けなければならな

い。そのためにも広報が大切であり、説明会、アンケート、臨時総会など、住民と

のコミュニケーションを十分に取りながら丁寧に進め、理事会と住民との距離感を

なくすことがポイントとなる。 

 管理組合にとって総会は重要なゴールであり、総会運営で留意しなければならない

点が多い。臨時総会や説明会も積極的に開催し、しっかりと説明した上で総会に付

議するとスムーズに進められる。 

 大規模修繕工事や給排水管など設備の更新には、居住者の合意、協力が不可欠であ

り、普段からのゆるく、押しつけがましくないつながりの醸成が欠かせない。例え

ば、お祭り、餅つき、防災訓練、サークル活動、パトロールなどの活動があげられ

る。高齢者向けに、見守りサービス、ゴミ出し支援、ふれあいサロン、買い物サポ

ート（荷物運びなど）などの活動を行っているマンションもある。 
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（3）課 題 管理組合が対応するトラブル処理 
最も多いトラブルは「居住者間のマナー」であり、苦情が上がったら、大事になる前

に対処しなければならない。また、新しいマンションではペット飼育を可能とする物

件が多いため、ペットの飼育問題が起こることもある。 

 

課題解決に向けた取組のヒント 
 居住者間のマナーに関する問題は、いきなり理事が動くとこじれる場合もあるので、

まず当事者同士の話し合いで解決してもらう。その上で、非常識な要求には、まず

話し合い、場合によっては毅然たる対応も必要となる。 

 管理組合内で対立が生じた場合、役員は組合員が何を考えているか、どう感じてい

るか常に注意を払わなければならない。こまめに情報を公開し、理事会が考えてい

ることや、やろうとしていることを伝え、議論を尽くして、決まったことには従う

という風土を作っていく。 

 ペットの飼育については、管理規約でルールをしっかり明文化することが必要。入

居当初のルールが曖昧な場合、まずアンケート調査等を通じて苦情や意見を吸い上

げて実態を把握することが欠かせない。その上で、賛成派、反対派の話し合いで合

意形成を図る。何年間かの試行期間を設けたり、飼育可への変更がむずかしい場合

は一代に限り認めるルールにしたりする方法もある。 
 

 

（4）課 題 大規模修繕工事をいかにスムーズに進めるか 
大規模修繕工事は多額な費用を要し、数か月間に及ぶ工事で生活が制限されるため、し

っかりとした計画を立てることが重要。 

 

課題解決に向けた取組のヒント 
 長期修繕計画は「100 年マンションを目指す」など将来ビジョンも含めて設定され

ることもある。いつ、どのようなメンテナンスを行うかを 30 年ほど先までを目安

として設定する。将来見込まれる修繕・改修工事の内容、時期、概算費用など計画

修繕工事に必要な積立金の根拠を明確にし、あらかじめ合意しておくことで計画修

繕工事の円滑な実施を図る。長期修繕計画は 5～6年ごとの見直しが必要。 

 2022年度から始まった「管理計画認定制度」に認定されると、市場価値の向上や住

宅ローン【フラット 35】、共用部分リフォームローン、マンションすまい・る債の

金利優遇などのメリットの他、大規模修繕工事を実施後に区分所有者の固有資産税

の減額（マンション長寿命化促進税制）などの優遇制度を受けられる場合もある（要

件を満たすことが必要）。 

 大規模修繕の進め方の代表的手法としては、「設計監理方式」「管理会社主導方式」

「責任施工方式」の 3つの手法がある。それぞれの方式にはメリットデメリットが

あり、そこを検討しながら方式を採用していくことが重要。専門のコンサルタント

が調査診断～竣工検査までを担当する「設計監理方式」が現在一番多く採用されて

いる方式で、第三者専門家の目線から工事にチェックが入るため、工事品質の信頼

性は高くなるとされており、総費用も安く上がることが多いとされている。 

 責任施工方式では設計、施工を同一会社が担う。マンションの規模が小さい場合は

有用な場合もあるが、不必要な設計により工事費用が増大するリスクもある。一方

で設計・監理方式では設計、施工は分離しており、設計コンサルタントが中立的に

設計、監理を行うことにより工事の適正化が期待できるとされる。そのため、設計

コンサルタントの適正な選定が重要となる。デメリットとしてそのためのコストの



 24 

発生が挙げられる。 

 理事会業務は仕事量が多く、役員の任期が短いため継続的な取り組みが難しい。そ

のため、理事会の諮問機関として大規模修繕の専門委員会を設定するケースが多い。 

 大規模修繕工事では信頼できる事業者を選ぶことが重要なため、マンション管理士

など専門家に間に入ってもらい、適宜アドバイスを受けたり、管理会社に対する交

渉力を高めたりすることもやり方の一つ。 

 他のマンションとの交流の効果は大きく、他のマンションの先行事例や同じような

課題を知り、参考にすることで、理事会の仕事をスピードアップ、レベルアップす

ることができる。見学会や情報交換会などを開催することも効果的である。 
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8 本事業の今後の方向性 
 

高津区役所では「マンションにおけるつながりづくり支援事業」を関係機関、団体等と

連携し、今後も継続して行い、区内分譲マンションのコミュニティに関する課題把握や

相談・支援等を進めていきます。 

 

 

 

 

 

  

●区内分譲マンションにおけるコミュニティの実態把握、課題認識等の把握。 

●マンションにおけるつながりづくりに役立つ講演会や福祉・防災等に関する出前講

座の実施など啓発活動。 

●マンション間や周辺地域との交流促進。 

●つながりづくりの好事例に関する情報提供。 

●つながりづくりの取組や立ち上げ、課題等に対する必要な相談、支援。 

マンション居住者同士や周辺地域との良好な関係が築かれ、 

それぞれの課題解決に向けた取組が促進されるよう支援します。 
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9 相談先一覧 
 

マンションの維持・管理、防災、町内会・自治会、高齢者・子育て支援等に関する御相

談がある方は、以下にお気軽にお問い合わせください。 

 

マンションの維持・管理 
例
え
ば 

・管理組合の活動を支援してほしい ・マンション共用部に手すりやスロープを付けたい 

・マンションの管理計画の認定を取りたい 

連
絡
先 

□ 担当部署 川崎市まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課（市役所本庁舎 18階） 

□ 連 絡 先 ℡ 044-200-2996、Fax 044-200-3970 
 

※川崎市では、分譲マンションの適正な維持・管理などのため、マンシ

ョン管理組合を支援する制度として「川崎市マンション管理組合登

録・支援制度」を設けています。 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000113133.html 
 
※川崎市は、マンションの建物管理や管理組合の運営に関する 17 の事例

を掲載した「マンション適正管理事例集 共有財産であるマンションを

より良く使い続けるための 17 のヒント」を作成・公開しています。 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000096633.html 
 

※川崎市では、分譲マンション共用部の階段やスロープへの手すりの設

置、スロープの新設等の段差を解消する工事費用の一部を助成してい

ます。 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-2-0-0-

0-0-0-0.html 
 

※マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、 

一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定します。 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000149085.html 
 

例
え
ば 

・管理組合の運営について相談したい 

・建物の維持管理や修繕・改修について相談したい 

連
絡
先 

□ 担当部署 川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン 

□ 連 絡 先 ℡ 044-874-0180、Fax 044-874-0181 

※ 予約受付 毎週火～土曜日(祝日及び年末年始は休み) 

9時～12時・13 時～16時 

※管理組合の運営・管理規約・修繕積立金・ 

長期修繕計画・大規模修繕工事・耐震等 

に関する無料の相談窓口です。 

https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/special/housing_salon.php 
 

□ 担当部署 NPO 法人かわさきマンション管理組合ネットワーク 

□ 連 絡 先 ℡ 044-322-8071、Fax 044-322-8072 

※ 事務所開設日 毎週火～土曜日(祝日及び年末年始は休み) 

10時～12時・13時～16 時 

https://kawakan-net.or.jp/ 
 

□ 担当部署 一般社団法人神奈川県マンション管理士会 

□ 連 絡 先 ℡ 045-662-5471、Fax 045-662-5471 

https://www.kanagawa-mankan.or.jp/ 
 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-2-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-2-0-0-0-0-0-0.html
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防災 

例
え
ば 

・居住者向けに防災ミニ講座を開いてほしい 

・防災の取組方法について教えて欲しい 

・自主防災組織について知りたい 

連
絡
先 

□ 担当部署 高津区役所 危機管理担当（区役所 2階） 
 

□ 連 絡 先 ℡044-861-3147、Fax 044-861-3103 

 

 

町内会・自治会 
例
え
ば 

・町内会・自治会活動への参加のしかた 

連
絡
先 

□ 担当部署 （高津地区） 高津区役所 地域振興課（区役所 2階） 

 （橘地区）  橘出張所 
 

□ 連 絡 先 地域振興課 ℡ 044-861-3144、Fax 044-861-3103 

 橘出張所  ℡ 044-777-2355、Fax 044-777-4299 

 

 

高齢者 
例
え
ば 

・高齢者等の健康維持・介護予防・介護保険（制度説明、申請のお手伝い）など 

連
絡
先 

□ 担当部署 川崎市地域包括支援センター（高齢者等に関する公的な相談機関） 
お住まいの地区ごとに区内に７か所あります。 

 

□ 連 絡 先 ℡ 044-861-3255（高津区役所 高齢・障害課 問い合わせは各センターへ） 

 

 

子ども・子育て 
例
え
ば 

・健康づくりや子育ての話を聞きたい  

・子育て世代が集まる居場所を作りたい 

連
絡
先 

□ 担当部署 高津区役所 地域支援課（区役所 3階） 
 

□ 連 絡 先 ℡ 044-861-3315・3316、Fax 044-861-3307 

 

 

マンションに隣接する公園の維持管理 

例
え
ば 

・愛護会・管理運営協議会を立ち上げる 

・地元の公園を「地域の庭」として清掃活動や運営活動をする 

・近所の公園を集いの場としていきたい 

連
絡
先 

□ 担当部署 高津区役所 道路公園センター 
 

□ 連 絡 先 ℡ 044-833-1221、Fax 044-833-2498 
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参考資料 1 川崎市マンション管理組合登録・⽀援制度 
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参考資料 2 川崎市マンション段差解消⼯事等費⽤助成制度 
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参考資料 3 川崎市マンション管理計画認証制度 
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参考資料 4 川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン 
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参考資料 5 かわさきマンション管理組合ネットワーク（ ）
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あとがき 

 

 
ここに、今年度の本事業の報告書をまとめました。本事業の実施に当たり、好事例のヒ

アリング等に御協力いただいたマンションの方々に感謝申し上げます。 

高津区内では、今後も新築の分譲マンションの販売が予定されており、分譲マンション

で生活される方が増えるものと思われます。また年々高経年マンションの増加も見込まれ、

建物の高経年化とマンション居住者の高齢化への対応も必要になります。 

令和４年に実施した第６回川崎市地域福祉実態調査結果によると、地域のつながりに関

して問題だと感じている人の割合と、地域での生活に特に問題だと感じていることはない

人の割合がともに増加しており、地域に関心がある人とない人の間で乖離が生じているこ

とがみえてきました。 

マンションでの生活は、建物管理や手助けを必要とされる方への対応、防災・防犯対策

等、居住者一人では解決困難なことが多々発生します。住み慣れた場所で安心して暮らし

続けるためには、普段から地域のことに関心を持ち、気軽に交流し顔見知りになる等、い

ざというときに助け合える関係づくりが大切になると考えています。 

令和２年以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、行動制限を余儀なくされてき

ましたが、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が５類感染症へと位置付けが変更さ

れ、少しずつ、コロナ禍前の日常が戻ってきました。これまで中止していた取り組みの再

開や、全く新しい取り組みが始まるといった状況の中、皆さまの御協力のもと、リーフレ

ットによるマンションの取り組み紹介や、専門家よる講演会を開催することができました。 

令和６年１月に発生した能登半島地震では甚大な被害が発生し、現在様々な支援によっ

て復旧・復興活動が続けられています。この地震を自分事として考えたとき、地域のつな

がりの果たす役割の大きさを改めて認識するとともに、引き続き、マンション居住者同士、

近隣マンション間、地元町内会等とのつながりづくりの支援を進めていきたいと考えてい

ます。 

日々の困りごとや新たに始めたい取り組み等ありましたら、本報告書にあります「相談

先一覧」の担当部署宛てにお気軽に御相談ください。 

今後も、本事業が、マンションにおけるコミュニティづくり及び地域とマンションとの

コミュニティづくりを構築するための一助になりますよう、分譲マンションにおけるコミ

ュニティ活動の実態や課題認識をお聞かせいただく等、引き続きの御協力をお願い申し上

げます。 
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